
規　約　新　旧　対　照　表

　　　　　第２章　代議員及び代議員会 　　　　　第２章　代議員及び代議員会

　　　　　　　第１節　代　議　員 　　　　　　　第１節　代　議　員

（定数） （定数）

第７条　この基金の代議員会の代議員の定数は、 第７条　この基金の代議員会の代議員の定数は、

　２６人とし、その半数は、この基金の設立事業 　３０人とし、その半数は、この基金の設立事業

　所の事業主（以下「事業主」という。）におい 　所の事業主（以下「事業主」という。）におい

　て、事業主（その代理人を含む。）及びこの基 　て、事業主（その代理人を含む。）及びこの基

　金の設立事業所に使用されている者のうちから 　金の設立事業所に使用されている者のうちから

　選定し、他の半数は加入員において互選する。 　選定し、他の半数は加入員において互選する。

　　（中略） 　　（中略）

　　　　　第３章　役員及び職員 　　　　　第３章　役員及び職員

（役員） （役員）

第２６条　（略） 第２６条　（略）

（役員の定数及び選任） （役員の定数及び選任）

第２７条　理事の定数は１２人とし、その半数は、 第２７条　理事の定数は１４人とし、その半数は、

　互選代議員において、他の半数は、選定代議員 　互選代議員において、他の半数は、選定代議員

　においてそれぞれ互選する。 　においてそれぞれ互選する。

２　　（略） ２　　（略）

３　　（略） ３　　（略）

４　　（略） ４　　（略）

５　　（略） ５　　（略）

    附  則

  この規約は、次の総選挙から施行する。
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規　約　新　旧　対　照　表

( 減少設立事業所に係る掛金の一括徴収 ) ( 減少設立事業所に係る掛金の一括徴収 )

第６１条の３　この基金は、設立事業所が減少する 第６１条の３　この基金は、設立事業所が減少する

　場合（倒産等により当該事業所の法第９条に規定 　場合において、当該減少に係る設立事業所(以下

　する被保険者全員がその資格を喪失する場合及び 　「減少設立事業所」という。)の事業主に対し、

　事業所が事業を休業するため被保険者全員がその 　減少事業所が減少しないとしたならば基金が当該

  資格を喪失する場合を除く。）において、当該減 　減少設立事業所の事業主から徴収することとなる

  少に係る設立事業所（以下「減少設立事業所」と 　次に掲げる債務及び不足金を掛金（以下「減少事

  いう。）、この基金の設立事業所以外の事業所に 　業所特別掛金」という。）として一括して徴収す

  事業の一部の譲渡（以下「一部事業譲渡」という。　るものとする。

  ）を行い、転籍のため加入員の一部を脱退させる 　ア　特別掛金収入現価相当額

  設立事業所（以下「一部事業譲渡を行う事業所」 　イ　繰越不足金

  という。）又は会社の分割（事業を承継する事業

  所がこの基金の設立事業所である場合を除く。以

  下「会社分割」という。）を行い、事業の承継の

  ため加入員の一部を脱退させる設立事業所（以下

  「会社分割を行う事業所」という。）に対し、減

  少設立事業所が減少しない、一部事業譲渡を行う

  事業所又は会社分割を行う事業所が一部事業譲渡

  又は会社分割を行わないとしたならば、当該事業

　所の事業主から徴収することとなる次に掲げる債

　務及び不足金を掛金（以下「減少事業所特別掛金」

　という。）として一括して徴収するものとする。

　ア　特別掛金収入現価相当額

　イ　繰越不足金

２　前項に定める減少事業所特別掛金の額は、次の ２　前項に定める減少事業所特別掛金の額は、次の

　各号に掲げる額の合計額とする。 　各号に掲げる額の合計額とする。

　(１)前項のアに定める特別掛金収入現価相当額 　(１)前項のアに定める特別掛金収入現価相当額

　　　　設立事業所が減少する日、一部事業譲渡日 　　　　設立事業所が減少する日（以下「減少日」

      又は会社分割日（以下「減少日」という。） 　　  という。)の直前の財政決算日（財政決算は

　　　の直前の財政決算日（財政決算は代議員会の 　　  代議員会の議決を経たものとする。ただし、

　　　議決を経たものとする。ただし、当該直前の       当該直前の財政決算日以降に財政計算を行い、
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規　約　新　旧　対　照　表

　　　財政決算日以降に財政計算を行い、当該財政 　　  当該財政計算が代議員会で議決されている場

　　　計算が代議員会で議決されている場合（給付 　　  合(給付の額の変更を伴う財政計算であって

　　　の額の変更を伴う財政計算であって減少設立 　　  減少設立事業所に対する給付が変更後の規定

　　　事業所に対する給付が変更後の規定により行 　　  により行われない場合を除く。)は、当該財政

　　　われない場合を除く。）は、当該財政計算日 　　  計算日とする.以下同じ。)における特別掛金

　　　とする。以下同じ。）における特別掛金収入 　　  収入現価相当額に、減少日の直前の財政決算

　　　現価相当額に、減少日の直前の財政決算日に 　　  日におけるこの基金の標準給与月額の総額に

      おけるこの基金の標準給与月額の総額に対す 　　  対する減少設立事業所の加入員（一部営業譲

      る減少設立事業所の加入員（一部事業譲渡又 　　  渡の場合は、当該譲渡により資格喪失する加

　　　は会社分割の場合は、当該譲渡又は会社分割 　　  入員）に係る標準給与月額の総額の割合を乗

      により資格喪失する加入員）に係る標準給与       じて得た額から減少設立事業所が直前の決算

      月額の総額の割合を乗じて得た額から減少設 　　  日以後減少日までに納付した当該特別掛金の

      立事業所、一部事業譲渡を行う事業所又は会 　　  額を控除して得た額

　　　社分割を行う事業所が直前の決算日以後減少

　　　日までに納付した当該特別掛金の額を控除し

      て得た額

　(２)前項のイに定める繰越不足金 　(２)前項のイに定める繰越不足金

　　　　減少日の直前の財政決算日における繰越不 　　　  減少日の直前の財政決算日における繰越不

　　  足金額（前号に定める特別掛金収入現価相当 　　  足金額（前号に定める特別掛金収入現価相当

      額に係る特別掛金率に織込み済の額を除く。）　　  額に係る特別掛金率に織込み済の額を除く。)

      に、減少日の直前の財政決算日におけるこの 　　  に、減少日の直前の財政決算日におけるこの

      基金の標準給与月額の総額に対する減少設立 　　  基金の標準給与月額の総額に対する減少設立

      事業所の加入員（一部事業譲渡又は会社分割 　　  事業所の加入員（一部営業譲渡の場合は、当

      の場合は、当該譲渡又は会社分割により資格 　　  該譲渡により資格喪失する加入員)に係る標

      喪失する加入員）に係る標準給与月額の総額 　　  準給与月額の総額の割合を乗じて得た額

      の割合を乗じて得た額

３　前２項の規定による減少事業所特別掛金につい ３　前２項の規定による減少事業所特別掛金につい

　ては、基金は減少日の１０日前までに納入の告知 　ては、基金は減少日の１０日前までに納入の告知

  を行う。ただし、減少設立事業所、一部事業譲渡 　を行う。ただし、減少設立事業所の申出又は報告

  を行う事業所又は会社分割を行う事業所の申出又 　が遅れた場合は、この限りでない。

　は報告が遅れた場合は、この限りでない。
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規　約　新　旧　対　照　表

４　減少設立事業所、一部事業譲渡を行う事業所又 ４　減少設立事業所の事業主は、前項の規定により

  は会社分割を行う事業所の事業主は、前項の規定 　納入の告知をされた減少事業所特別掛金について、

  により納入の告知をされた減少事業所特別掛金に 　減少日の前日までに、この基金に納付しなけれ

  ついて、納付期限までに、この基金に納付しなけ 　ばならない。ただし、減少設立事業所の申出又は

　ればならない。 　報告が遅れたため、納入の告知が遅れた場合は、

　この限りでない。

５　第１項に規定する減少は、任意脱退する場合、

  当該基金の設立事業所でない事業所に合併される

  場合又は当該基金の設立事業所でない事業所に全

  部事業譲渡する場合をいい、当該事実が決定した

  時点で、減少設立事業所の事業主は、この基金に

  対し、当該事実が決定した旨を事前に申し出なけ

  ればならない。また、一部事業譲渡を行う事業所

　又は会社分割を行う事業所の事業主は、この基金

　に対し、当該事実の申出を行わなければならない。

    附  則

  （施行期日）

 第１条　この規約は、平成２２年４月１日から施

　 行する。

  （掛金に関する経過措置）

 第２条　平成２２年３月以前の減少事業所特別掛

   金については、なお従前の例による。
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